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平成２９年第５回神埼市農業委員会総会議事録 

 

１．開催日時  平成２９年５月２日（火） 午前９時３０分 開会 

２．開催場所  神埼市役所３－３会議室 

３．出欠者の状況 

出席委員１３名    

欠席委員 １名   

傍 聴 者 なし 

 

番号 役 職 氏  名 出欠 

１ 会 長 森   義博 出 

２ 副会長 筒井 信秀 出 

３ 副会長 服巻 玉美 出 

４ 委 員 香月 涼子 出 

５ 委 員 馬渡 次秋 出 

６ 委 員 原  隆行 出 

７ 委 員 大田 一秀 出 

８ 委 員 福田 省二 出 

９ 委 員 角田 良正 出 

１０ 委 員 鶴  博行  出 

１１ 委 員 福田   肇 出 

１２ 委 員 黒田 和吉 出 

１３ 委 員 本間 昭久 欠 

 

４．議事日程 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

２番 筒井 委員    ４番 香月 委員 

日程第２ 会議書記の指名 

事務局長 江口 重信   係長 山口 秀利 

日程第３ 付議事件 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について          ５件                 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について          １件 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について          ７件 
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議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画(所有権移転関係)について        ３件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画(利用権設定関係)について       ９６件                       

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について     ５件 

報告第２号 農地利用配分計画について                      １件    

５．説明のため出席した職員 

【農業委員会事務局職員】 

事務局長      江口 重信 

農政農地係長    山口 秀利 

農政農地係主事   市丸 麻記 

【農政水産課職員】 

農政水産課副課長  音成 栄志 

農政企画係主事   桑原健太郎 

農政企画係主事補  川端 晃博 

６．会議の概要 

事務局長 

改めまして、おはようございます。定刻になりましたので、総会を始めさせていただきます。 

市の北部では既に田植えが始まっていると聞いております。本日はゴールデンウイークで、

明日から５連休に入りますが、期間中の総会ということで、お集まりいただきありがとうございま

す。着席して議事を進めさせて頂きます。 

それでは、平成２９年第５回神埼市農業委員会総会の開催にあたりまして、会長の挨拶を

お願いいたします。 

会 長 

北部では田植えが始まっているとのことですが、南部の方では麦が日に日に色付いてきて

おります。ところが麦はご承知のようにあと一山、二山ありまして、特にゴールデンウイーク中

の雨、風によって倒れることがおおございます。今年は幸いに天気がよく、今のところは順調

に来ておりますが、５日、６日の傘マークが気になるところでございます。最後までいい天気

に恵まれますよう願うところであります。 

それでは、お手元の総会資料に従って議事を進めさせていただきます。 

只今から、平成２９年第５回神埼市農業委員会総会を開会いたします。 

事務局長   

ありがとうございました。本日の出席委員は１２名でございます。 
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定足数に達しておりますので、本日の総会は成立いたします。 

事前に議案書を配付しておりましたが、申請の取下げがあっております。 

議案書の６ページご覧ください。議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請、受付

番号４番について、この申請につきましては、4月26日に双方お見えになり、諸事情により、

取り下げの申し出があり、議案書を既に送付しておりましたので、取下げということで議案から

削除をお願いします。また、3条申請に伴いまして、利用権の解除の申し出があっております。

別冊報告1号、２ページになります。受付番号4番が同一所有者となります。今後は利用権を

継続するということで、取り下げとなりましたので、削除となります。 

次に、会議次第の修正をお願いします。取り下げに伴い、議案第３号 農地法第３条の規

定による許可申請について、８件を７件に修正をお願いします。 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

(利用権設定関係)について、担当は農政水産課ですが、件数に誤りがありまして９４件を９６

件に修正をお願いします。それと報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認

について、６件から５件に修正をお願いします。  

それでは、これより議事に入りますが、神埼市農業委員会会議規則第６条の規定によりま

して、会長に議長をお願いいたします。「森」会長、宜しくお願いいたします。 

（会長これより議長となる。） 

議 長 

それでは、お手元の総会次第に沿って議事を進めさせていただきます。 

日程第１ 議事録署名委員の指名 

神埼市農業委員会会議規則第２１条第３項の規定に基づき、本総会の議事録署名委員   

 は２番 筒井 委員と４番 香月 委員の２名を指名いたします。宜しくお願いいたします。 

議 長 

日程第２ 会議書記の指名 

本日の会議の書記を事務局の江口局長、山口係長を指名します。 

議 長 

日程第３ 付議事件 

   議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について         ５件                 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について         １件 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について         ７件 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による 

農用地利用集積計画(所有権移転関係)について      ３件 

議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による   
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          農用地利用集積計画(利用権設定関係)について      ９６件                       

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について   ５件 

   報告第２号 農地利用配分計画について                    １件    

以上、５議案１１２件、報告第１号、２号の６件でございます。 

ご審議、ご決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

議 長 

只今から議事に入りますが、質問のある方は挙手をされ、指名を受けてから、最初に議席

番号と氏名を言って、マイクを通して発言されるようお願いします。 

申請者の方が入室されますので、しばらくお待ちください。 

（農地法第５条関係） 

（受付番号１番、申請者入室） 

議 長 

それでは、議案書の１ページをお開きください。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

受付番号１番について審議いたします。事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第１号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請について説明します。 

受付番号１番、申請地は神埼町○○字○○番、畑の２８７㎡と宅地 

１筆と一体利用の合計３９２．０６㎡です。転用の目的は一般住宅と農業倉庫で、転

用の理由及び貸し付け人、借り受け人、施設の用途や事業費などは記載のとおりです。

転用着工は平成２９年６月１日、工事完了は平成３０年２月２０日の予定です。 

権利の内容は使用貸借による権利の設定で、農振除外は決定済み、農地区分は農業

公共投資の対象となっていない小集団の農地で第２種農地と判断され、許可基準は用

地選定を行った上で「周辺の他の土地に立地する事が困難な場合」に該当します。位

置図などを９ページと１０ページに添付しています。 

申請に必要な書類として用地選定理由書、土地利用計画図と事業費見積書と融資関

係書類、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議などの書類が提出されています。周

辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、土壌の保護や雨水、汚水な

どの処理が適切に計画されていて、区長さん、生産組合長さんによる地区の排水同意

書が提出されていて、特に問題はないと思われます。説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 
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議案第１号 受付番号１番について、地区担当委員の７番 大田委員のご意見をお伺いい

たします。 

７番 大田 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

７番の大田です。 

第１号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。私も、地区担当の推進委員とともに現

地の状況や転用の内容を申請関係者などに確認しましたが、この転用は周辺農地の営農活

動に支障を及ぼすことが無いよう十分に考慮して計画されたと思われますので、特に問題は

無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。 

只今、地区担当委員の説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。受付番号１番に

ついて、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 お疲れ様でした。 

（受付番号１番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請、受付番号１番について、許可すること 

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

（受付番号２番 申請者入室） 

議 長 

次に、受付番号２番について審議いたします。事務局から説明させます。 
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事務局 

【議案第１号、受付番号２番を議案書を基に朗読後、説明】 

受付番号２番、申請地の所在は神埼町○○字○○番○○の他、田５筆の 

５，０６８㎡です。転用の目的は共同住宅建設で、転用の理由及び譲り渡し人、譲り

受け人、施設の用途や事業費などは記載のとおりです。 

転用着工は平成２９年６月１０日、工事完了は平成２９年１２月２５日の予定です。 

権利の内容は所有権の移転で、農振除外は決定済み、農地区分は宅地化している集

落に連たんした小規模の農地の区域内にある第２種農地と判断され、許可基準は用地

選定を行った上で「周辺の他の土地に立地する事が困難な場合」に該当します。位置

図などを１１ページと１２ページに添付しています。 

申請に必要な書類として用地選定理由書、土地利用計画図と事業費見積書、融資関

係書類と資金証明書、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議、開発行為許可申請書

類などが提出されています。周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無について

は、土壌の保護や雨水、汚水などの処理が適切に計画されていて、区長さん、生産組

合長さんによる地区の排水同意書が提出されていて、特に問題はないと思われます。

説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

議案第１号 受付番号２番について、 

地区担当委員の１０番 鶴 委員のご意見をお伺いいたします。 

１０番 鶴 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

１０番の鶴です。 

第１号議案の受付番号２番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、只今、事務局の説明のとおりです。私も、地区担当の 手塚 推進

委員とともに現地の状況や転用の内容を申請関係者などに確認しましたが、この転用は周

辺農地の営農活動に支障を及ぼすことが無いよう十分に考慮して計画されたと思われます

ので、 特に問題は無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。 

只今、地区担当委員の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。受付番号２番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 
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議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 ご苦労様でした。 

（受付番号２番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請、受付番号２番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

（受付番号３番 申請者入室） 

議 長 

次に、２ページをご覧ください。受付番号３番について審議いたします。 

事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第１号、受付番号３番を議案書を基に朗読後、説明】 

受付番号３番、申請地は神埼町○○字○○番○○、田の１５６㎡と、宅地３筆と一

体の合計７１７．４４㎡です。 

転用の目的は本家に隣接した自己用住宅建築で、転用の理由及び貸し付け人、借り

受け人、施設の用途や事業費などは記載のとおりです。 

転用着工は平成２９年６月１０日、工事完了は平成２９年１１月３０日の予定です。 

権利の内容は使用貸借による権利の設定で、農振除外は決定済み、農地区分は農業

公共投資の対象となっていない小集団の農地で第２種農地と判断され、許可基準は用

地選定を行った上で「周辺の他の土地に立地する事が困難な場合」に該当します。位

置図などを１３ページと１４ページに添付しています。 

申請に必要な書類として用地選定理由書、土地利用計画図と事業費見積書と融資関

係書類、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議などの書類が提出されています。 

周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、土壌の保護や雨水、汚
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水などの処理が適切に計画されていて、区長さん、生産組合長さんによる地区の排水

同意書が提出されていて、特に問題はないと思われます。説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。議案第１号 受付番号３番について、地区担当委員

の７番 大田 委員のご意見をお伺いいたします。 

７番 大田 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

７番の大田です。 

第１号議案の受付番号３番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。私も、地区担当の推進委員とともに現

地の状況や転用の内容を申請関係者などに確認しましたが、この転用は周辺農地の営農活

動に支障を及ぼすことが無いよう十分に考慮して計画されたと思われますので、 特に問題

は無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。 

只今、地区担当委員の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。受付番号３番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 ご苦労様でした。 

（受付番号３番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請、受付番号３番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 
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（受付番号４番 申請者入室） 

議 長 

次に、受付番号４番について審議いたします。 

事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第１号、受付番号４番を議案書を基に朗読後、説明】 

受付番号４番、申請地は神埼町○○字○○番○○、田の４０４㎡です。転用の目的

は一般住宅建築で、転用の理由及び貸し付け人、借り受け人、施設の用途や事業費な

どは記載のとおりです。 

転用着工は平成２９年６月１０日、工事完了は平成２９年１０月３１日の予定です。 

権利の内容は使用貸借による権利の設定で、農振除外は決定済み、農地区分は鉄道

の駅から概ね５００ｍ以内の農地で第２種農地と判断され、許可基準は用地選定を行

った上で「周辺の他の土地に立地する事が困難な場合」に該当します。位置図などを

１５ページと１６ページに添付しています。 

申請に必要な書類として用地選定理由書、土地利用計画図と事業費見積書と融資関

係書類、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議などの書類が提出されています。 

周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、土壌の保護や雨水、汚

水などの処理が適切に計画されていて、区長さん、生産組合長さんによる地区の排水

同意書が提出されていて、特に問題はないと思われます。説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

議案第１号 受付番号４番について、地区担当委員の７番 大田 委員のご意見をお伺い

いたします。 

７番 大田 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

７番の大田です。 

第１号議案の受付番号４番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。私も、地区担当の推進委員とともに現

地の状況や転用の内容を申請関係者などに確認しましたが、この転用は周辺農地の営農活

動に支障を及ぼすことが無いよう十分に考慮して計画されたと思われますので、 特に問題

は無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。只今、地区担当委員の説明が終わりました。 
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これより質疑に入ります。受付番号４番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 ご苦労様でした。 

（受付番号４番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請、受付番号４番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

（受付番号５番 申請者入室） 

議 長 

次に、３ページをご覧ください。 

受付番号５番について審議いたします。事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第１号、受付番号５番を議案書を基に朗読後、説明】 

受付番号５番、申請地は神埼町○○字○○番○○、田の４２４㎡です。 

転用の目的は一般住宅建築で、転用の理由及び貸し付け人、借り受け人、施設の用

途や事業費などは記載のとおりです。 

転用着工は平成２９年６月１０日、工事完了は平成３０年２月２８日の予定です。 

権利の内容は使用貸借による権利の設定で、農振除外は決定済み、農地区分は概ね 

１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にある農地で第１種農地と判断されますが、

許可基準は用地選定を行った上で「住宅などで集落に接続して設置されるもの」が該

当します。位置図などを１７ページと１８ページに添付しています。 

申請に必要な書類として用地選定理由書、土地利用計画図と事業費見積書と融資関

係書類、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議などの書類が提出されています。 
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周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無については、土壌の保護や雨水、汚

水などの処理が適切に計画されていて、区長さん、生産組合長さんによる地区の排水

同意書が提出されていて、特に問題はないと思われます。説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。議案第１号、受付番号５番について、地区担当委員

の８番 福田省二 委員のご意見をお伺いいたします。 

８番 福田 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

８番の福田です。 

第１号議案の受付番号５番の申請は私の担当地区です。 

申請内容については、事務局の説明のとおりです。私も、地区担当の推進委員とともに現

地の状況や転用の内容を申請関係者などに確認しましたが、この転用は周辺農地の営農活

動に支障を及ぼすことが無いよう十分に考慮して計画されたと思われますので、特に問題は

無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。 

只今、地区担当委員の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。受付番号５番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 ご苦労さまでした。 

（受付番号５番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第１号 農地法第５条の規定による許可申請、受付番号５番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 
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よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

（農地法第４条 受付番号１番 申請者入室） 

議 長 

それでは、議案書の４ページをお開きください。 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

受付番号１番について、事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第２号、受付番号１番を議案書を基に朗読後、説明】 

議案第２号 農地法第４条第１項第８号の規定による承認申請について説明します。 

受付番号１番、申請地の所在は神埼町○○字○○番○○、田の１３５㎡です。 

転用の目的は農業倉庫で、すでに昭和○○年に建築された追認申請で、理由及び申

請人、施設の用途などは記載のとおりです。 

申請地は農振除外決定済みで、概ね１０ｈａ以上の規模の一団の農地の区域内にあ

る農地で第１種農地と判断されますが、許可基準は「農業用施設などの設置」に該当

します。位置図などを１９ページと２０ページに添付しています。追認申請ですので

顛末書、土地利用現況図及び現況写真、土地改良区との協議、埋蔵文化財の協議など

の書類が提出されています。周辺の農地などに係る営農条件への支障の有無について

は雨水などの処理が既に適切に実施されていて、区長さん、生産組合長さんによる地

区の排水同意書が提出されていて問題はないと思われます。説明は以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

議案第２号 受付番号１番について、地区担当委員の８番 福田省二 委員のご意見をお

伺いします。 

８番 福田 委員 

【地区担当委員から意見並びに現地確認の結果報告】 

８番の福田です。 

第２号議案の受付番号１番の申請は私の担当地区です。申請内容については、事務局の

説明のとおりです。私も、地区担当の推進委員とともに現地の状況や申請の内容を申請関係

者などに確認しましたが、既に農業倉庫は建設されている追認申請ですが、営農用の施設と

して適切な箇所に周辺農地に支障を及ぼすことが無いよう考慮して設置されたと思われます

ので、特に問題は無いと考えています。みなさまのご審議をよろしくお願いします。 

議 長 

ありがとうございました。只今、地区担当委員の説明が終わりました。 
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これより質疑に入ります。受付番号 1番について、何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

申請者の方は退室をお願いします。 ご苦労さまでした。 

（受付番号１番 申請者退室） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請、受付番号１番について、許可すること

に賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は許可相当とし、県へ進達することに決定いたします。 

（農地法第３条関係） 

議 長 

次に、議案書の５ページをお開きください。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議題といたします。  

受付番号１番から３番、６ページの受付番号５番から７ページの８番までを一括して審議い

たします。事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第３号、議案書を基に朗読後、説明】 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請について説明します。 

議案書１ページから３ページに記載しております、受付番号４番を除く７件について、 

移転する権利は所有権で、申請理由等は記載のとおりです。申請者は農地の全てを効率的 

に耕作し、農作業従事要件、下限面積要件、地域との調和要件を満たしており、農地法第 

３条第２項の各号に該当せず、許可基準を満たしていると思われます。以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑ございませんでしょうか。 
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（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

はい、３番服巻委員どうぞ。 

３番 服巻 委員 

３番の服巻です。受付番号１番の対価賃料等の額が○○円と安いような気がしますが、お

聞きします。それと５番の面積の割に総額が○○万円と高すぎると思いますが、お聞きします。

それと８番もですが、○○万円の対価も本人の申請なのか、高すぎると思いますが、お聞きし

ます。 

議 長 

 事務局説明をお願いします。 

事務局 

   １番の単価については親戚ということで、この価格で設定されたのではないかと思っており

ます。５番について、私も現地を確認しましたが、面積が小さいことで、今の金額に決定され

たようです。 ８番の単価については、登記費用等を負担するということで、この金額に決定さ

れたそうです。以上です。 

議 長 

  服巻委員、よろしですか。 

３番 服巻 委員 

  はい、わかりました。 

議 長 

他にありませんか。ないようですので、質疑を終了します。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第３号 農地法第３条の規定による許可申請、受付番号１番から３番、受付番号５番か

ら８番について、許可することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり許可することに決定いたします。 

(議案第４号、基盤法１８条第１項) 

 



 16 

議 長 

次に、議案書の８ページをお開きください。 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（所有権移転関係）についてを議題といたします。受付番号１番から受付番号３番について、

一括して審議いたします。事務局から説明させます。 

事務局 

【議案第４号、議案書を基に朗読後、説明】 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積

計画（所有権移転）について説明します。 

受付番号１番から３番について、あっせん委員による調整の結果、買受人の見込み

が立ったため、佐賀県農業公社への所有権移転を決定するものです。土地の所在およ

び権利を移転する者などは記載のとおりです。買受人については来月以降審議の予定

です。以上です。 

議 長 

只今、事務局の説明が終わりました。 

これより質疑に入ります。何かご質疑ございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長 

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第４号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画

（所有権移転関係）、受付番号１番から受付番号３番について、許可することに賛成の方の

挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長 

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり許可することに決定いたします。 

（農政水産課入室） 

（議案第５号関係） 
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議 長 

別冊の議案第５号をご覧ください。 

農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地利用集積計画（利用権設定

関係）についてを議題といたします。 

議 長 

提案者である農政水産課から１ページの総括表について説明を求めます。 

農政水産課  

【議案第５号、議案書の総括表を基に朗読後、説明】 

農政水産課の川端と申します。よろしくお願いいたします。着席して説明させてい

ただきます。説明に移る前に、議案書の内容に４点訂正箇所がありましたので、お手

数ですが訂正をお願いいたします。 

議案書３ページ神埼町、再設定５番から７番の○○さんの住所が○○番地○○番地

となっておりますが、○○番地○○の誤りです。訂正をお願いいたします。 

続きまして１１ページ千代田町、新規の４番の利用権が使用貸借権移転なっており

ますが、使用貸借権設定の誤りです。訂正をお願いいたします。 

続きまして１３ページ千代田町、再設定の１７番 ○○さんの名前の隣に、かっこ書

きで農業委員と加えていただきますようお願いいたします。 

最後に１６ページ脊振町、再設定の２番の○○さんの名前の隣に、かっこ書きで農

業年金受給者と加えていただきますようお願いいたします。大変申し訳ございません

でした。 

それでは、議案第５号 農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定による農用地

利用集積計画利用権設定関係について説明いたします。 

この計画は、農業経営基盤強化促進法第１７条に基づき、農業経営基盤強化促進事

業を実施する場合、同法１８条に、市町村は利用集積計画を作成し、農業委員会の決

定を経て定めなければならない、とされておりますので、農業委員会の議決を求める

ものであります。ではまず、利用権設定関係総括表により説明しますので議案書の１

ページ目をお開きください。利用権設定関係総括表利用権設定関係 

神埼町 新規２件 再設定６１件 計６３件 

内訳は田１７６筆 ２９０，６４３㎡ 

     畑  １筆   １，１４４㎡ 

     計１７７筆 ２９１，７８７㎡ 

  千代田町 新規５件 再設定２５件 計３０件 

内訳は田 ８１筆 １６０，６６１．５０㎡ 
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脊振町 新規１件 再設定２件 計３件   

内訳は田 １６筆   １３，２１４㎡ 

     畑  ５筆    ２，０５７㎡ 

     計 ２１筆   １５，２７１㎡ 

神埼市 合計９６件 

内訳は田２７３筆４６４，５１８．５０㎡ 

     畑  ６筆     ３，２０１㎡ 

     計２７９筆４６７，７１９．５０㎡となっております。 

なお、説明しましたすべての案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項に規

定された各要件を満たしていると考えます。総括表による説明は以上です。 

議 長 

只今、総括表の説明が終わりました。 

農用地利用集積計画について審議いたしますが、農業委員会等に関する法律第３１条第

1項の規定による、議事参与の制限を受ける案件について先に審議いたします。 

議 長 

それでは、１１番 福田 肇 委員が議事参与の制限を受けますが、既に退席されておりま

すので、議事を進めます。 

（１１番 福田委員退席） 

議 長 

１３ページの農用地利用集積計画、千代田町、再設定、受付番号１７番から１４ページの

受付番号２４番までの議事参与に関する案件について審議いたします。 

農政水産課から説明を求めます。 

農政水産課  

【議案第５号、議事参与の案件、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の１３ページの千代田町再設定１７番から１４ページの２４番までの申し出

について説明します。左から土地の所在、地目、筆数、設定面積、利用権設定を受け

る者の住所・氏名、現在の経営面積、利用権設定をする者の住所・氏名設定の利用目

的、設定期間となっております。設定する内容は、田１７筆２４，７７４㎡となって

おります。 

  その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

説明が終わりました。 これより質疑に入ります。 
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何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第５号 農用地利用集積計画、千代田町、再設定、受付番号１７番から受付番号２４

番について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長  

ありがとうございました。全員賛成であります。  

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

それでは、１１番 福田 肇 委員の入室を許可します。 

（11番 福田 委員入室） 

議 長 

引き続き、２ページの農用地利用集積計画、神埼町、新規分受付番号１番、受付番号２番

について審議いたします。 農政水産課から説明を求めます。 

農政水産課  

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の２ページの神埼町、新規１番から２番までの申し出について説明します。 

設定する内容は、田２筆４，７０３㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

 

議 長   

集計表の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 
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議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 議案第５号 農用地利用集積計画、神埼町、新規分の受付番

号１番、受付番号２番について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

次に、３ページから１０ページの農用地利用集積計画、神埼町、再設定分の受付番号１番

から受付番号６１番について審議いたします。 農政水産課から説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の３ページの神埼町、再設定１番から１０ページの６１番までの申し出につ

いて説明します。 

設定する内容は、田１７４筆 ２８５，９４０㎡ 

畑  １筆   １，１４４㎡ 

計１７５筆２８７，０８４㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

農政水産課の説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 
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議 長 

これより採決に入ります。 

   議案第５号 農用地利用集積計画、神埼町、再設定分の受付番号１番から受付番号６１

番について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

次に、１１ページの農用地利用集積計画、千代田町、新規分の受付番号 1 番から受付番

号 5番について審議いたします。農政水産課から説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の１１ページの千代田町、新規、１番から５番までの申し出について説明し

ます。設定する内容は、田２３筆４９，７９２㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

農政水産課の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第５号 農用地利用集積計画、千代田町、新規分の受付番号１番から受付番号５番

について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 
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議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

次に、１２ページから１４ページの農用地利用集積計画、千代田町、再設定の受付番号 

１番から受付番号１６番及び受付番号２５番について審議いたします。 農政水産課から説

明を求めます。 

農政水産課  

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の１２ページの千代田町、再設定１番から１４ページの２５番までの申し出

について説明します。設定する内容は、最初の議事参与の制限分を含めまして、 

田５８筆１１０，８６９．５０㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

農政水産課の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第５号 農用地利用集積計画、千代田町、再設定分の受付番号１番から受付番号１６

番及び受付番号２５番について、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

 よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

次に、１５ページの農用地利用集積計画、脊振町、新規分の受付番号１番について審議
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いたします。 農政水産課から説明を求めます。 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の１５ページの脊振町、新規、１番の申し出について説明します。 

設定する内容は、田３筆１，５４５㎡となっております。 

その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

農政水産課の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

異議なしと認め、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第５号 農用地利用集積計画、脊振町、新規分の受付番号１番について、原案のと

おり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

次に、１６ページの農用地利用集積計画、脊振町、再設定分の受付番号１番、受付番号 

２番について審議いたします。 農政水産課から説明を求めます。 

 

農政水産課 

【議案第５号、議案書の集計表を基に朗読後、説明】 

議案書の１６ページの脊振町、再設定、１番から２番までの申し出について説明し

ます。設定する内容は、田１３筆１３，２１４㎡、畑５筆２，０５７㎡ 

計１８筆 １５，２７１㎡となっております。 
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その他の内容につきましては、記載の通りとなっておりますので、お目通しをお願

いします。説明は以上です。 

議 長   

農政水産課の説明が終わりました。 

   これより質疑に入ります。何かご質疑はございませんでしょうか。 

（質疑・応答） 

議 長   

質疑ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議 長 

ないようですので、質疑を終了します。 

議 長 

これより採決に入ります。 

議案第５号 農用地利用集積計画、脊振町、再設定分の受付番号１番、受付番号２番に

ついて、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（全員挙手） 

議 長   

ありがとうございました。全員賛成であります。 

   よって本案は、原案のとおり承認することに決定いたします。 

議 長 

以上で議案第５号 農業経営基盤強化促進法 第１８条第１項の規定による農用地利用

集積計画（利用権設定関係）についての審議を終わります。 

農政水産課の皆さん、お疲れ様でした。 

（農政水産課退室） 

（農地法第１８条第６項関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第１号をご覧ください。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認についてを議題とします。 

受付番号１番から受付番号６番までについて、事務局から報告させます。 

事務局 

【報告第１号、受付番号１番から６番の報告書を基に朗読後、説明】 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認について、農地法第 

１８条第１項ただし書き第１号から第６号に該当する場合は、農業委員会に通知しな 
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ければならないとなっておりますので、通知の提出がありましたものについて報告し 

ます。１ページから２ページに記載しております、受付番号４番を除く５件につきま 

しては、経営基盤強化促進法による賃貸借契約の合意解約ですので、お目通しをお願 

いします。以上です。 

議 長 

只今、事務局より報告がありましたが、報告内容等についてご質問はございませんでしょう

か。  

（ありませんの声） 

議 長 

ないようですので、報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知の確認については

只今、事務局からの報告のとおりです。 

（農地利用配分計画関係） 

議 長 

次に、別冊の報告第２号をご覧ください。 

報告第２号、農地利用配分計画についてを議題とします。 

総括表及び集計表について、事務局から報告させます。 

事務局 

【報告第２号、農地利用配分計画について説明】 

報告第２号 農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１項の規定による農

用地利用配分計画の認可に関する報告（農地利用配分計画関係）について、農地利用

集積計画により佐賀県農業公社が借り受けた農地について、農地中間管理事業の推進

に関する法律第１８条第１項の規定に基づく農地利用配分計画の認可の通知があった

ものについて報告します。１ページの農地利用配分計画関係総括表をご覧ください。 

千代田町１件、田２８４筆８８０，６９７㎡内容は、農地の出し手から公社へ利用

権設定を行った農地を、農地利用配分計画により担い手へ貸付けを行うというもので

す。詳細については別冊のとおりですので、お目通しをお願いします。以上です。 

議 長 

只今、事務局より報告がありましたが、報告内容等についてご質問はございませんでしょう

か。  

（ありませんの声） 

議 長 

ないようですので、報告第２号 農地利用配分計画については、只今、事務局からの報告

のとおりです。 
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議 長 

以上で本総会に付議された議案の審議は、すべて終了いたしました。 

これをもちまして、平成２９年第５回神埼市農業委員会総会を閉会いたします。 

ご審議ありがとうございました。 

                  

１０時 ３５分 閉 会 

 

 

 

 


